
 

 

公 益 社 団 法 人 羽 村 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー  定 款  

 

第 1 章  総  則  

 （ 名 称 ）  

第 1 条  こ の 法 人 は 、 公 益 社 団 法 人 羽 村 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

（ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。） と 称 す る 。  

 （ 事 務 所 ）  

第 ２ 条  セ ン タ ー は 、 事 務 所 を 東 京 都 羽 村 市 に 置 く 。  

 

第 ２ 章  目 的 及 び 事 業  

（ 目 的 ）  

第 ３ 条  セ ン タ ー は 、 社 会 参 加 の 意 欲 あ る 健 康 な 高 齢 者 に 対 し 、

地 域 社 会 と 連 携 を 保 ち な が ら 、 そ の 希 望 、 知 識 及 び 経 験 に 応 じ

た 就 業 並 び に 社 会 奉 仕 等 の 活 動 機 会 を 確 保 し 、 生 活 感 の 充 実 及

び 福 祉 の 増 進 を 図 る と と も に 、 高 齢 者 の 能 力 を 生 か し た 活 力 あ

る 地 域 社 会 づ く り に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 事 業 ）  

第 ４ 条  セ ン タ ー は 、 前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 次 の 事 業 を 行

う 。  

( 1 )  臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 又 は そ の 他 の 軽 易 な 業 務 に 係 る 就

業 を 希 望 す る 高 齢 者 の た め の 就 業 の 機 会 確 保 及 び 提 供  

( 2 )  高 齢 者 に 対 し 、 就 業 に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 の 付 与 を 目 的 と

し た 講 習 の 実 施  

( 3 )  社 会 奉 仕 活 動 等 を 通 じ て 、 高 齢 者 の 生 き が い の 充 実 及 び 社

会 参 加 の 推 進 を 図 る た め に 必 要 な 事 業  

( 4 )  前 条 の 目 的 を 達 成 す る た め の 調 査 研 究 、 相 談 及 び 事 業 の 企

画 運 営  

( 5 )  そ の 他 セ ン タ ー の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 業  

２  前 項 の 事 業 は 、 東 京 都 に お い て 行 う も の と す る 。  

 

第 ３ 章  会  員  

（ セ ン タ ー の 構 成 員 ）  

第 ５ 条  セ ン タ ー の 会 員 は 、 次 の ３ 種 と し 、 正 会 員 及 び 特 別 会 員

（ 以 下 「 正 特 会 員 」 と い う 。 ） を も っ て 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一

般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 一 般 社 団 ・ 財 団 法 人 法 」 と い

う 。 ） 上 の 社 員 と す る 。  

( 1 )  正 会 員   セ ン タ ー の 目 的 に 賛 同 し 、 そ の 事 業 を 理 解 し て

い る 次 の い ず れ に も 該 当 す る 者  

ア  羽 村 市 に 居 住 す る 、 原 則 と し て ６ ０ 歳 以 上 の 健 康 な 者  



 

 

イ  働 く 意 欲 が あ る 者 で 、臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 ま た は そ

の 他 の 軽 易 な 業 務 に 係 る 就 業 及 び 社 会 奉 仕 活 動 等 を 通 じ

て 自 己 の 能 力 を 活 用 し 、生 き が い の 充 実 や 社 会 参 加 等 を 希

望 す る 者  

( 2 )  特 別 会 員  セ ン タ ー の 目 的 に 賛 同 し 、 そ の 事 業 を 理 解 し

て い る 個 人 で 、 会 長 が 推 薦 し 理 事 会 の 承 認 を 得 た 者  

( 3 )  賛 助 会 員   セ ン タ ー の 目 的 に 賛 同 し 、 そ の 事 業 に 協 力 す

る 、 理 事 会 が 承 認 を し た 個 人 又 は 団 体  

（ 会 員 の 資 格 の 取 得 ）  

第 ６ 条  正 特 会 員 及 び 賛 助 会 員 に な ろ う と す る 者 は 、 会 長 が 理 事

会 の 議 決 を 経 て 別 に 定 め る 入 会 申 込 書 に よ り 会 長 に 申 し 込 ま な

け れ ば な ら な い 。  

２  入 会 は 、 理 事 会 に お い て そ の 可 否 を 決 定 し 、 会 長 が 本 人 に 通

知 す る も の と す る 。  

（ 会 費 の 負 担 ）  

第 ７ 条  セ ン タ ー の 事 業 活 動 に 経 常 的 に 生 じ る 費 用 に 充 て る た

め 、 会 員 に な っ た と き 及 び 毎 年 、 会 員 は 、 総 会 に お い て 別 に 定

め る 額 を 支 払 う 義 務 を 負 う 。 た だ し 、 特 別 会 員 は こ の 義 務 を 免

除 す る 。  

（ 任 意 退 会 ）  

第 ８ 条  会 員 は 、 会 長 が 別 に 定 め る 退 会 届 を 会 長 に 提 出 し て 、 任

意 に 退 会 す る こ と が で き る 。  

（ 除 名 ）  

第 ９ 条  正 特 会 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 総

会 の 決 議 に よ っ て 当 該 会 員 を 除 名 す る こ と が で き る 。  

 ( 1 )  法 令 及 び こ の 定 款 そ の 他 の 規 則 に 違 反 し た と き 。  

 ( 2 )  セ ン タ ー の 名 誉 を き 損 し 、 又 は 目 的 に 反 す る 行 為 を し た と

き 。  

 ( 3 )  そ の 他 除 名 す べ き 正 当 な 事 由 が あ る と き 。  

２  賛 助 会 員 は 、 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 に は 、 理 事 会 の 決 議 で 除

名 す る こ と が で き る 。  

（ 会 員 の 資 格 喪 失 ）  

第 １ ０ 条  前 ２ 条 の 場 合 の ほ か 、 会 員 は 、 次 に 掲 げ る 事 由 に よ っ

て 資 格 を 喪 失 す る 。た だ し 、特 別 会 員 及 び 賛 助 会 員 に つ い て は 、

第 １ 号 に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

 ( 1 )  羽 村 市 に 居 住 し な く な っ た と き 。  

 ( 2 )  失 踪 宣 告 を 受 け た と き 又 は 死 亡 し た と き 。  

 ( 3 )  会 員 で あ る 団 体 が 解 散 し た と き 。  



 

 

 ( 4 )  正 特 会 員 全 員 の 同 意 が あ っ た と き 。  

 ( 5 )  １ 年 以 上 会 費 を 滞 納 し た と き 。   

 ( 6 )  東 京 都 暴 力 団 排 除 条 例 (平 成 ２ ３ 年 東 京 都 条 例 第 ５ ４ 号 )

第 ２ 条 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 に 該 当 す る 者 で あ る 場 合  

（ 拠 出 金 品 の 不 返 還 ）  

第 １ １ 条  セ ン タ ー は 、 会 員 が そ の 資 格 を 喪 失 し て も 、 既 に 納 入

し た そ の 会 費 そ の 他 の 金 品 は 、 こ れ を 返 還 し な い 。  

 

第 ４ 章  総  会  

（ 構 成 ）  

第 １ ２ 条  総 会 は 、 す べ て の 正 特 会 員 を も っ て 構 成 す る 。  

２  前 項 の 総 会 を も っ て 、 一 般 社 団 ・ 財 団 法 人 法 上 の 社 員 総 会 と

す る 。  

（ 権 限 ）  

第 １ ３ 条  総 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 決 議 す る 。  

 ( 1 )  正 特 会 員 の 除 名  

 ( 2 )  理 事 及 び 監 事 の 選 任 又 は 解 任  

 ( 3 )  理 事 及 び 監 事 の 報 酬 等 の 額  

 ( 4 )  貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 （ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ） の 承 認  

 ( 5 )  定 款 の 変 更  

 ( 6 )  解 散 及 び 残 余 財 産 の 処 分  

 ( 7 )  そ の 他 総 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定

め ら れ た 事 項  

（ 開 催 ）  

第 １ ４ 条  総 会 は 、 定 時 総 会 と し て 毎 年 度 ６ 月 に 1 回 開 催 す る ほ

か 、 必 要 が あ る 場 合 に 臨 時 総 会 を 開 催 す る 。  

２  総 会 の 運 営 に 関 す る 事 項 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 の 定 め に よ る

も の の ほ か 、 総 会 議 事 運 営 規 則 に よ る も の と す る 。  

（ 招 集 ）  

第 １ ５ 条  総 会 は 、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 理 事 会

の 決 議 に よ り 、 会 長 が 招 集 す る 。  

２  正 特 会 員 の 議 決 権 の ５ 分 の １ 以 上 の 議 決 権 を 有 す る 正 特 会 員

か ら 総 会 の 目 的 で あ る 事 項 及 び 招 集 の 理 由 を 示 し て 請 求 が あ っ

た と き は 、 会 長 は 、 そ の 請 求 の 日 か ら ６ 週 間 以 内 に 臨 時 総 会 を

招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

３  総 会 を 招 集 す る に は 、 会 長 は 、 総 会 の 日 の ２ 週 間 前 ま で に 、



 

 

正 特 会 員 に 対 し 必 要 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ り 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。  

（ 議 長 ）  

第 １ ６ 条  総 会 の 議 長 は 、 当 該 総 会 に 出 席 し た 正 特 会 員 の 中 か ら

選 任 す る も の と し 、 選 任 ま で 又 は 選 任 さ れ な い 場 合 に は 、 こ れ

を 会 長 が 務 め る も の と す る 。  

（ 議 決 権 ）  

第 １ ７ 条  総 会 に お け る 議 決 権 は 、 正 特 会 員 1 名 に つ き 1 個 と す

る 。  

（ 決 議 ）  

第 １ ８ 条  総 会 の 決 議 は 、 総 正 特 会 員 の 議 決 権 の 過 半 数 を 有 す る

正 特 会 員 が 出 席 し 、 出 席 し た 当 該 正 特 会 員 の 議 決 権 の 過 半 数 を

も っ て 行 う 。  

2  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 決 議 は 、 総 正 特 会 員 の 半 数 以

上 で あ っ て 、 総 正 特 会 員 の 議 決 権 の 3 分 の 2 以 上 に 当 た る 多 数

を も っ て 行 う 。  

 ( 1 )  正 特 会 員 の 除 名  

  ( 2 )  監 事 の 解 任  

  ( 3 )  定 款 の 変 更  

  ( 4 )  解 散  

( 5 )  そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 項  

3  理 事 又 は 監 事 を 選 任 す る 議 案 を 決 議 す る に 際 し て は 、 候 補 者

ご と に 第 1 項 の 決 議 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 理 事 又 は 監 事 の

候 補 者 の 合 計 数 が 第 ２ ２ 条 第 １ 項 に 定 め る 定 数 を 上 回 る 場 合 に

は 、 過 半 数 の 賛 成 を 得 た 候 補 者 の 中 か ら 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数

の 枠 に 達 す る ま で の 者 を 選 任 す る こ と と す る 。  

（ 書 面 に よ る 議 決 権 行 使 ）  

第 １ ９ 条  総 会 に 出 席 で き な い 正 特 会 員 は 、 議 決 権 行 使 書 を も っ

て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 議

決 権 の 数 は 、前 条 の 出 席 し た 正 特 会 員 の 議 決 権 の 数 に 算 入 す る 。 

（ 議 決 権 の 代 理 行 使 ）  

第 ２ ０ 条  正 特 会 員 は 、 代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 会 長 に 提 出 し

て 、 他 の 正 特 会 員 を 代 理 人 と し て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 １ ８ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 そ

の 正 特 会 員 は 総 会 に 出 席 し た も の と み な す 。  



 

 

（ 議 事 録 ）  

第 ２ １ 条  総 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

議 事 録 を 作 成 し 、 議 長 及 び 出 席 し た 理 事 が 署 名 又 は 記 名 押 印 す

る 。  

 

第 ５ 章  役  員  

（ 役 員 ）  

第 ２ ２ 条  セ ン タ ー に 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

 ( 1 )  理 事  ３ 名 以 上 １ ６ 名 以 内  

 ( 2 )  監 事  ２ 名 以 内  

２  理 事 の う ち １ 名 を 会 長 、 １ 名 を 副 会 長 及 び １ 名 を 常 務 理 事 と

す る 。 た だ し 、 常 務 理 事 は 、 事 務 局 長 を 兼 ね る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 会 長 及 び 副 会 長 を も っ て 一 般 社 団 ・ 財 団 法 人 法 上 の 代

表 理 事 と し 、 常 務 理 事 を も っ て 同 法 第 ９ １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 上 の

業 務 執 行 理 事 と す る 。  

（ 役 員 の 選 任 ）  

第 ２ ３ 条  理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 の 決 議 に よ っ て 正 特 会 員 の 中 か

ら 選 任 す る 。  

２  会 長 、 副 会 長 及 び 常 務 理 事 は 、 理 事 会 の 決 議 に よ っ て 理 事 の

中 か ら 選 定 す る 。  

（ 理 事 の 職 務 及 び 権 限 ）  

第 ２ ４ 条  理 事 は 、 理 事 会 を 構 成 し 、 法 令 及 び こ の 定 款 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 セ ン タ ー の 職 務 を 執 行 す る 。  

２  会 長 は 、 法 令 及 び こ の 定 款 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 セ ン タ ー

を 代 表 し 、 そ の 業 務 を 執 行 す る 。  

３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 あ る と き は そ の 職 務 を

代 行 し 、 会 長 が 欠 け た と き は そ の 職 務 を 行 う 。  

４  常 務 理 事 は 、 セ ン タ ー の 常 務 を 処 理 す る 。  

５  会 長 、 副 会 長 及 び 常 務 理 事 は 、 毎 事 業 年 度 に ４ 箇 月 を 超 え る

間 隔 で ２ 回 以 上 、 自 己 の 職 務 の 執 行 の 状 況 を 理 事 会 に 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 監 事 の 職 務 ）  

第 ２ ５ 条  監 事 は 、 理 事 の 職 務 の 執 行 を 監 査 し 、 法 令 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 監 査 報 告 を 作 成 す る 。  

２  監 事 は 、 い つ で も 、 理 事 及 び 使 用 人 に 対 し て 事 業 の 報 告 を 求

め 、セ ン タ ー の 業 務 及 び 財 産 の 状 況 の 調 査 を す る こ と が で き る 。 

（ 役 員 の 任 期 ）  

第 ２ ６ 条  理 事 の 任 期 は 、 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の

う ち 、 最 終 の も の に 関 す る 定 時 総 会 の 終 結 の 時 ま で と し 、 再 任

を 妨 げ な い 。 た だ し 、 代 表 理 事 の 職 に あ る 理 事 の 再 任 は ３ 期 ま

で と す る 。  



 

 

２  監 事 の 任 期 は 、 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 、

最 終 の も の に 関 す る 定 時 総 会 の 終 結 の 時 ま で と し 、 再 任 を 妨 げ

な い 。  

３  理 事 又 は 監 事 は 、 第 ２ ２ 条 に 定 め る 定 数 に 足 り な く な る と き

は 、 辞 任 又 は 任 期 満 了 に よ り 退 任 し た 後 も 、 新 た に 選 任 さ れ た

者 が 就 任 す る ま で 、 な お そ の 権 利 義 務 を 有 す る 。  

（ 役 員 の 解 任 ）  

第 ２ ７ 条  理 事 及 び 監 事 は 、 総 会 の 決 議 に よ っ て 解 任 す る こ と が

で き る 。  

（ 報 酬 等 ）  

第 ２ ８ 条  理 事 及 び 監 事 は 、 無 報 酬 と す る 。 た だ し 、 常 勤 の 理 事

及 び 監 事 に 対 し て は 、 総 会 に お い て 定 め る 総 額 の 範 囲 内 で 、 総

会 に お い て 別 に 定 め る 報 酬 支 給 基 準 に 従 っ て 算 定 し た 額 を 、 報

酬 と し て 支 給 す る こ と が で き る 。  

２  セ ン タ ー は 、 理 事 ・ 監 事 そ の 他 セ ン タ ー の 業 務 を 行 っ た 者 に

対 し 、 そ の 費 用 を 弁 償 す る こ と が で き る 。  

（ 役 員 の 損 害 賠 償 責 任 の 免 除 ）  

第 ２ ９ 条  セ ン タ ー は ､一 般 社 団 ･財 団 法 人 法 第 １ １ ４ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り ､理 事 又 は 監 事 が 職 務 を 行 う に つ き 善 意 か つ 重 大

な 過 失 が な い 場 合 に お い て は ､理 事 又 は 監 事 が 任 務 を 怠 っ た こ

と に よ り 生 じ た 損 害 賠 償 責 任 を 同 法 第 １ １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 免 除 す る こ と が で き る 額 を 限 度 と し て ､理 事 会 の 決 議 を も

っ て 免 除 す る こ と が で き る ｡  

 

第 ６ 章  名 誉 会 長 及 び 顧 問 等  

（ 名 誉 会 長 及 び 顧 問 等 ）  

第 ３ ０ 条  セ ン タ ー に は 、 名 誉 会 長 、 顧 問 、 相 談 役 及 び 参 与 を 置

く こ と が で き る 。  

２  名 誉 会 長 、 顧 問 、 相 談 役 及 び 参 与 は 、 一 般 社 団 ・ 財 団 法 人 法

上 の 役 員 で は な く セ ン タ ー に 対 し て 何 ら の 権 限 を 有 し な い が 、

会 長 の 諮 問 に 応 え 、 会 長 に 対 し 、 参 考 意 見 を 述 べ る こ と が で き

る 。  

３  名 誉 会 長 、 顧 問 、 相 談 役 及 び 参 与 は 、 理 事 会 に お い て 任 期 を

定 め た 上 で 選 任 す る 。  

４  名 誉 会 長 、 顧 問 、 相 談 役 及 び 参 与 は 、 無 報 酬 と す る 。  

 

第 ７ 章  理 事 会  

（ 構 成 ）  

第 ３ １ 条  セ ン タ ー に は 、 理 事 会 を 置 く 。  

２  理 事 会 は 、 す べ て の 理 事 で 構 成 す る 。  

 



 

 

（ 権 限 ）  

第 ３ ２ 条  理 事 会 は 、 こ の 定 款 に 別 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 職

務 を 行 う 。  

 ( 1 )  セ ン タ ー の 業 務 執 行 の 決 定  

 ( 2 )  理 事 の 職 務 の 執 行 の 監 督  

 ( 3 )  代 表 理 事 及 び 業 務 執 行 理 事 の 選 定 及 び 解 職  

（ 招 集 ）  

第 ３ ３ 条  理 事 会 は 、 会 長 が 招 集 す る 。  

２  会 長 が 欠 け た と き 又 は 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 各 理 事 が 理

事 会 を 招 集 す る 。  

３  理 事 会 を 招 集 す る 者 は 、 理 事 会 の 日 時 、 場 所 、 目 的 、 そ の 他

必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 を も っ て 、理 事 会 の 日 の １ 週 間 前 ま

で に 、各 理 事 及 び 各 監 事 に 対 し て そ の 通 知 を 発 し な け れ ば な ら

な い 。  

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 及 び 監 事 の 全 員 の 同 意 が あ る

と き は 、招 集 の 手 続 を 経 る こ と な く 理 事 会 を 開 催 す る こ と が で

き る 。  

（ 議 長 ）  

第 ３ ４ 条  理 事 会 の 議 長 は 、 会 長 と す る 。  

（ 決 議 ）  

第 ３ ５ 条  理 事 会 の 決 議 は 、 決 議 に つ い て 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す

る 理 事 を 除 く 理 事 の 過 半 数 が 出 席 し 、そ の 過 半 数 を も っ て 行 う 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 般 社 団 ・ 財 団 法 人 法 第 ９ ６ 条 の

要 件 を 満 た し た と き は 、 理 事 会 の 決 議 が あ っ た も の と み な す 。 

（ 議 事 録 ）  

第 ３ ６ 条  理 事 会 の 議 事 に つ い て は 、 法 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 議 事 録 を 作 成 す る 。  

２  当 該 理 事 会 に 出 席 し た 代 表 理 事 お よ び 監 事 は 、 前 項 の 議 事 録

に 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 す る 。  

 

第 ８ 章  資 産 及 び 会 計  

（ 資 産 の 管 理 ）  

第 ３ ７ 条  セ ン タ ー の 資 産 は 、 会 長 が 管 理 し 、 そ の 方 法 は 、 理 事

会 の 決 議 を 経 て 定 め る 。  

２  特 定 費 用 準 備 資 金 及 び 特 定 の 財 産 の 取 得 又 は 改 良 に 充 て る

た め に 保 有 す る 資 金 の 管 理 は 、 別 途 理 事 会 で 定 め る 手 続 に よ

る 。  

（ 事 業 年 度 ）  

第 ３ ８ 条  セ ン タ ー の 事 業 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３

１ 日 ま で と す る 。  

 



 

 

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 ）  

第 ３ ９ 条  会 長 は 、 セ ン タ ー の 事 業 計 画 書 、 収 支 予 算 書 、 資 金 調

達 及 び 設 備 投 資 の 見 込 み を 記 載 し た 書 類 を 毎 事 業 年 度 の 開 始 の

日 の 前 日 ま で に 作 成 し て 理 事 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

こ れ を 変 更 す る 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

２   前 項 の 書 類 は 、 主 た る 事 務 所 に 当 該 事 業 年 度 が 終 了 す る ま で

の 間 備 え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

（ 事 業 報 告 及 び 決 算 ）  

第 ４ ０ 条  事 業 報 告 及 び 決 算 に つ い て は 、 毎 事 業 年 度 終 了 後 、 会

長 が 次 の 書 類 を 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 受 け た 上 で 、 理 事 会 の 承

認 を 経 て 、 定 時 総 会 に 提 出 し 、 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 書 類 に つ い

て は そ の 内 容 を 報 告 し 、 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 書 類 に つ い て

は 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

  （ １ ） 事 業 報 告  

 （ ２ ） 事 業 報 告 の 附 属 明 細 書  

 （ ３ ） 貸 借 対 照 表  

 （ ４ ） 損 益 計 算 書 （ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ）  

 （ ５ ） 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 （ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ） の 附

属 明 細 書  

 （ ６ ） 財 産 目 録  

２  前 項 の 書 類 の ほ か 、 次 の 書 類 を 主 た る 事 務 所 に ５ 年 間 備 え 置

き 、一 般 の 閲 覧 に 供 す る と と も に 、定 款 及 び 会 員 名 簿 を 主 た る

事 務 所 に 備 え 置 き 、 一 般 の 閲 覧 に 供 す る も の と す る 。  

 （ １ ） 監 査 報 告  

 （ ２ ） 理 事 及 び 監 事 の 名 簿  

 （ ３ ） 理 事 及 び 監 事 の 報 酬 支 給 基 準 を 記 載 し た 書 類  

 （ ４ ） 運 営 組 織 及 び 事 業 活 動 の 状 況 の 概 要 及 び こ れ ら に 関 す る

数 値 の う ち 重 要 な も の を 記 載 し た 書 類  

（ 公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 の 算 定 ）  

第 ４ １ 条  会 長 は 、 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関

す る 法 律 施 行 規 則 第 ４ ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 毎 事 業 年 度 、 当 該

事 業 年 度 の 末 日 に お け る 公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 を 算 定 し 、 前 条

第 ２ 項 第 ４ 号 の 書 類 に 記 載 す る も の と す る 。  

 

第 ９ 章  定 款 の 変 更 及 び 解 散  

（ 定 款 の 変 更 ）  

第 ４ ２ 条  セ ン タ ー は 、 総 会 の 決 議 に よ っ て 定 款 を 変 更 す る こ と

が で き る 。  

（ 解 散 ）  

第 ４ ３ 条  セ ン タ ー は 、 総 会 の 決 議 そ の 他 法 令 で 定 め ら れ た 事 由

に よ り 解 散 す る 。  



 

 

（ 公 益 認 定 の 取 消 し 等 に 伴 う 贈 与 ）  

第 ４ ４ 条  セ ン タ ー が 公 益 認 定 の 取 消 し の 処 分 を 受 け た 場 合 又

は 合 併 に よ り 法 人 が 消 滅 す る 場 合 （ そ の 権 利 義 務 を 承 継 す る 法

人 が 公 益 法 人 で あ る と き を 除 く 。 ） に は 、 総 会 の 決 議 を 経 て 、

公 益 目 的 取 得 財 産 残 額 に 相 当 す る 額 の 財 産 を 当 該 公 益 認 定 の 取

消 し の 日 又 は 当 該 合 併 の 日 か ら １ 箇 月 以 内 に 、 国 若 し く は 地 方

公 共 団 体 又 は 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る

法 律 （ 以 下 「 認 定 法 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 第 １ ７ 号 に 掲 げ る 法 人

に 贈 与 す る も の と す る 。  

（ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

第 ４ ５ 条  セ ン タ ー が 清 算 を す る 場 合 に お い て 有 す る 残 余 財 産

は 、 総 会 の 決 議 を 経 て 、 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 又 は 認 定 法 第

５ 条 第 １ ７ 号 に 掲 げ る 法 人 に 贈 与 す る も の と す る 。  

 

第 １ ０ 章  公 告 の 方 法  

（ 公 告 の 方 法 ）  

第 ４ ６ 条  セ ン タ ー の 公 告 は 、 電 子 公 告 を 使 用 す る 方 法 に よ る 。  

２  や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 電 子 公 告 を 使 用 す る 方 法 に よ る こ

と が で き な い 場 合 は 、 官 報 に 掲 載 す る 方 法 に よ る 。  

 

第 １ １ 章  事 務 局  

（ 事 務 局 ）  

第 ４ ７ 条  セ ン タ ー に は 事 務 局 を 置 く も の と し 、 事 務 局 の 組 織 及

び 運 営 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 理 事 会 で 定 め る も の と す る 。  

 

第 １ ２ 章  雑  則  

（ 委 任 ）  

第 ４ ８ 条  こ の 定 款 に 定 め る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 運 営 に 必 要

な 事 項 は 、 理 事 会 の 決 議 を 経 て 会 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

１  こ の 定 款 は 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及

び 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施

行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律（ 以 下「 整 備 法 」と い

う 。）第 １ ０ ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 公 益 法 人 の 設 立 の 登 記 の 日 か

ら 施 行 す る 。  

２  整 備 法 第 １ ０ ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 特 例 民 法 法 人 の 解 散 の 登

記 を し 、公 益 法 人 の 設 立 の 登 記 を し た と き は 、第 ３ ８ 条 の 規 定

に か か わ ら ず 、 解 散 の 登 記 の 日 の 前 日 を 事 業 年 度 の 末 日 と し 、

設 立 の 登 記 の 日 を 事 業 年 度 の 開 始 日 と す る 。  

３  セ ン タ ー の 最 初 の 代 表 理 事 は 、 高 山 繁 寿 及 び 藤 田 ひ ろ み と す



 

 

る 。  

４  セ ン タ ー の 最 初 の 業 務 執 行 理 事 は 、 杢 克 彦 と す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 定 款 は 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

 こ の 定 款 は 、 令 和 ３ 年 ６ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  


